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平成 17 年第３回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会 

 

平成１７年１２月１日 

 

議事日程 

 

第 １  新議員の紹介 

 

第 ２  議席の指定 

 

第 ３  会期の決定 

 

第 ４  会議録署名議員の指名 

 

第 ５  管理者発言 

 

第 ６  報告第 ２号  専決処分の報告について 

 

第 ７  議案第１１号  群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について 

 

第 ８  議案第１２号  藤岡市等公平委員会共同設置規約の変更に関する協議につい

て 

第 ９  議案第１３号  多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する条例の一部

改正について 

第１０  議案第１４号  平成１６年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計決

算認定について 

第１１  議案第１５号  平成１６年度多野藤岡医療事務市町村組合立介護老人保健施

設事業会計決算認定について 

第１２  議案第１６号  平成１７年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計補

正予算（第２号）について 

第１３  一般質問 
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開会のあいさつ 

議長（松本啓太郎君） 皆様、こんにちは。本日、平成１７年第３回多野藤岡医療事務

市町村組合議会定例会が召集されましたところ、議員各位におかれましては、

時節柄大変お忙しいところ、ご出席をいただきまして開会できますことを、心

から感謝申し上げる次第でございます。 

 さて、今期定例会に提案されますものは、平成１６年度病院事業会計決算認

定他６案件でございます。慎重ご審議いただきまして、議会としての意思決定

をお願い申し上げます。 

 なお、議事運営等まことに不慣れな私でございますが、誠心誠意努力いたす

所存でございますので、議員各位の絶大なるご支援とご協力を切にお願い申し

上げて、まことに簡単でございますが、開会のごあいさつといたします。議事

日程につきましては、皆様のお手元に配布してありますので、よろしくお願い

いたします。 

      

開会及び開議 

午後１時３２分開会 

議長（松本啓太郎君） 出席議員定足数に達しましたので、議会は成立いたします。た

だ今から平成１７年第３回多野藤岡医療事務市町村組合議会定例会を開会いた

します。 

 

第１ 新議員の紹介 

議長（松本啓太郎君） 日程第１、新議員の紹介を行います。このたび平成１７年９月

２日付けで、藤岡市より知識経験者の山崎恒彦君が当選されましたので、紹介

いたします。 

 

第２ 議席の指定 

議長（松本啓太郎君） 日程第２、議席の指定を行います。議席は会議規則第３条第１

項の規定により、議長において指定いたします。２１番、山崎恒彦君と指定い

たします。この際、山崎君の自己紹介を許可いたします。山崎恒彦君。 

議員（山崎恒彦君） 藤岡多野医師会副会長をしております山崎です。よろしくお願

いいたします。 

 

第３ 会期の決定 
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議長（松本啓太郎君） 日程第３、会期の決定を議題といたします。お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日１日といたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） ご異議なしと認めます。今期定例会の会期は本日１日と決定い

たしました。 

 

第４ 会議録署名議員の指名 

議長（松本啓太郎君） 日程第４、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員

は、会議規則第７７条の規定により、議長において指名いたします。１１番、

吉田達哉君、１６番、荻原節子君を指名いたします。 

 

第５ 管理者発言 

議長（松本啓太郎君） 日程第５、管理者発言であります。管理者。 

管理者（新井利明君） 本日、ここに平成１７年第３回組合議会定例会を招集いたしま

したところ、議員各位にはご多忙中にもかかわらずご出席をいただきありがと

うございます。 

 ご承知のように現在病院事業は、全国的に苦しい財政状況と併せて医師不足

と偏在化により今後も困難な経営が予測されております。また、過日の新聞報

道によりますと平成１８年度の診療報酬の改定についても医療機関にとっては

厳しい決定がなされることが伺われます。このように病院事業経営を取り巻く

環境はかつてない状況が考えられます。当病院事業については医療サービスの

向上と改革を推進し、地域医療の拡充を図ってなお一層の経営改善に取り組ん

でまいりたいと存じます。 

本定例会の案件は、平成１６年度病院事業会計他６案件でございます。いず

れも組合事業にとっては重要なものであります。 

慎重ご審議のうえご決定いただきますようお願い申し上げて簡単ではありま

すが、開会のあいさつとさせていただきます。 

 

第６ 報告第２号 

議長（松本啓太郎君） 日程第６、報告第２号専決処分の報告についてを議題といたし

ます。提案理由の説明を求めます。事務局長。 

事務局長（金井秀樹君） 報告第２号専決処分の報告についてご説明申し上げます。平成

１２年８月２９日に当院耳鼻科外来に鼻出血の治療の目的で受診され、その止
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血治療の中で電気凝固法の処置を受けた際、鼻中隔に直径約８ミリの穴をあけ

てしまったものであります。 

 その後、本件は訴訟事件となりましたが、平成１７年１０月３日高崎地方裁

判所の勧告により和解となりました。和解による損害賠償金額は２３６万２８

４円となりました。多野藤岡医療事務市町村組合病院事業の設置等に関する条

例第７条の規定により、損害賠償額が１００万円以上については議会の議決を

要する事項に該当いたします。 

 また、本件の賠償金額の支払い期限が平成１７年１１月４日であるため、地

方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、議会を

招集する暇がないと認め平成１７年１０月２５日専決処分をさせていただきま

した。なお、この損害賠償金については病院で加入している医師賠償責任保険

により、保険会社より同額が病院事業会計に支払われております。 

 以上、簡単ですが専決処分の報告とさせていただきます。慎重ご審議のうえ、

ご承認くださいますようお願い申し上げます。 

議長（松本啓太郎君） 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご

質疑願います。 

（「なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。

以上で、報告第２号について、報告を終わります。 

 

第７ 議案第１１号 

議長（松本啓太郎君） 日程第７、議案第１１号群馬県市町村総合事務組合の規約変更

に関する協議についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。事務

局長。 

事務局長（金井秀樹君） 議案第１１号群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協

議について、提案理由の説明を申し上げます。 

 当組合が加入している群馬県市町村総合事務組合より規約変更に関する協議

の議決依頼を受けております。内容につきまして、第１条関係は、平成１８年

１月１日から群馬県市町村総合事務組合の組織団体である鬼石町が廃され、そ

の区域が藤岡市に編入されることから、鬼石町を除き藤岡新町吉井鬼石環境衛

生事務組合の名称を藤岡新町吉井環境衛生事務組合に変更するものであります。 

 第２条関係は、平成１８年１月２３日から倉淵村、箕郷町、群馬町、新町が

廃され、その区域が高崎市に編入されることから藤岡市・新町ガス企業団、藤
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岡、新町、吉井環境衛生事務組合及び榛名倉渕火葬場組合の名称を変更するも

のであります。 

 第３条関係は、平成１８年２月２０日から渋川市、北橘村、赤城村、子持村、

小野上村及び伊香保町を廃し、その区域を持って渋川市が設置されることから、

事務の共同処理等に関する変更をするものであります。 

 第４条関係は、平成１８年３月１８日から安中市及び松井田町を廃し、その

区域をもって安中市が設置されることから、事務の共同処理等の変更をするも

のであります。 

 第５条関係は、平成１８年３月２７日から勢多郡東村、笠懸村及び大間々町

を廃し、その区域をもってみどり市が設置され、また富岡市及び妙義町を廃し、

その区域をもって富岡市が設置され、また吾妻郡東町及び吾妻町を廃し、区域

をもって吾妻町が設置されることから、事務の共同処理等の変更をするもので

あります。 

 以上の変更に伴いまして、市町村の合併の特例に関する法律第９条の２の規

定により、構成団体の議会の議決が必要となっております。以上、簡単であり

ますが提案理由とさせていただきます。慎重ご審議のうえご決定くださいます

ようお願い申し上げます。 

議長（松本啓太郎君） 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご

質疑願います。 

（「なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。こ

れより採決いたします。議案第１１号群馬県市町村総合事務組合の規約変更に

関する協議について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求め

ます。 

（賛成者起立） 

議長（松本啓太郎君） 起立多数であります。よって、議案第１１号は原案のとおり可

決されました。 

 

第８ 議案第１２号 
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議長（松本啓太郎君） 日程第８、議案第１２号藤岡市等公平委員会共同設置規約の変

更に関する協議についてを議題といたします。提案理由の説明を求めます。事

務局長。 

事務局長（金井秀樹君） 議案第１２号藤岡市等公平委員会共同設置規約の変更に関する

協議について、ご説明申し上げます。 

 本組合の公平委員会につきましては、地方自治法第２５２条の７の規定に基

づき、本組合のほか藤岡市、多野藤岡広域市町村圏振興整備組合、藤岡新町吉

井鬼石環境衛生事務組合の４団体により共同設置しております。このうち鬼石

町及び新町の合併により、藤岡新町吉井鬼石環境衛生事務組合の名称が平成１

８年１月１日に藤岡新町吉井環境衛生事務組合に、平成１８年１月２３日に藤

岡吉井環境衛生事務組合に名称変更することから、公平委員会の共同設置規約

第１条に定める関係団体の名称変更を行う規約の一部改正でございます。 

 以上簡単でありますが、提案とさせていただきます。慎重ご審議のうえご決

定くださいますようお願い申し上げます。 

議長（松本啓太郎君） 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご

質疑願います。 

（「なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。こ

れより採決いたします。議案第１２号藤岡市等公平委員会共同設置規約の変更

に関する協議について、本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求

めます。 

（賛成者起立） 

議長（松本啓太郎君） 起立全員であります。よって議案第１２号は原案のとおり可決

されました。 

 

第９ 議案第１３号 

議長（松本啓太郎君） 日程第９、議案第１３号多野藤岡医療事務市町村組合職員の給

与に関する条例の一部改正についてを議題といたします。提案理由の説明を求

めます。事務局長。 
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事務局長（金井秀樹君） 議案第１３号多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与に関する

条例の一部改正について、ご説明申し上げます。 

 今回の改正につきましては、人事院勧告に基づき国家公務員の給与の一部改

正案が可決されましたので、それに準じて当組合職員につきましても改正をお

願いするものでございます。 

 改正の主なものは、２年ぶりの月例給の引き下げ。また、配偶者に係る扶養

手当、初任給調整手当の引き下げ及び勤勉手当の引き上げでございます。 

 内容につきまして、まず、第１条関係でございますが、第７条の３第１項第

１号の医師の初任給調整手当で、その限度額の２１６，７００円を、２１６，

０００円に改め、第８条第３項の扶養手当で、配偶者に係る手当１３，５００

円を１３，０００円に引き下げるものであります。また、勤勉手当を０．０５

月分引き上げ０．７５とするものであります。行政職及び医師・医療技術職・

看護職のそれぞれの給料表の引き下げで改定率は０．３パーセントでございま

す。以上の改定につきましては、１２月１日から施行する予定でございます。 

 次に、第２条関係につきましてご説明申し上げます。第１０条の２通勤手当

の改正で、通勤距離が片道２キロメートル未満の通勤手当１，０００円を削る

ものであります。また、第１０条の３住居手当で、新築又は購入の日から起算

して５年を経過した場合、住居手当１，０００円を削除するものでございます。 

次に、第３条につきましては、第１５条第２項勤勉手当の改正で、本年１２

月の改定で１２月期の勤勉手当が０．０５月引き上げとなり０．７５月となり

ます。平成１８年４月１日からは６月と１２月期ともに０．７２５月に改正す

るものでございます。 

以上、提案理由の説明とさせていただきます。慎重ご審議いただきましてご

決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（松本啓太郎君） 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご

質疑願います。 

（「なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。こ

れより採決いたします。議案第１３号多野藤岡医療事務市町村組合職員の給与

に関する条例の一部改正について、本案は原案のとおり決することに賛成の方
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の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（松本啓太郎君） 起立全員であります。よって、議案第１３号は、原案のとおり

可決されました。 

 

第１０ 議案第１４号 

議長（松本啓太郎君） 日程第１０、議案第１４号平成１６年度多野藤岡医療事務市町

村組合立病院事業会計決算認定についてを議題といたします。提案理由の説明

を求めます。管理者。 

管理者（新井利明君） 議案第１４号平成１６年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院

事業会計決算認定について、提案理由の説明を申し上げます。 

 医療を取り巻く環境は、少子高齢化の進展、疾病構造の変化を踏まえ、国の

医療提供体制も少子高齢化社会に適応した改革がなされようとしています。良

質な医療を効率的に提供する体制、患者の視点の尊重など、医療の基盤整備が

改革の基本的視点とされております。 

 また、医療費を抑制するための診療報酬体系の改革によるマイナス改定の影

響を受け、病院経営は医療の質を高めながら経営改善を進めるという、一見相

反する問題を同時に克服しなければならない状況にあります。収入の確保と経

費の節減、合理化に努め、経営基盤を強化することがますます必要になってき

ております。 

 それでは、決算の大綱を説明させていただきます。平成１６年度の病院事業

会計として公立藤岡総合病院、附属外来センターおよび訪問看護の３施設につ

いて申し上げます。 

 まず、公立藤岡総合病院では、年間患者数は入院１２万７，４０１人、外来

３万７，４３２人であります。損益計算書からの消費税抜き事業収益は６４億

４，３５３万円であります。消費税抜き事業費用は７０億２，８８９万円で、

公立藤岡総合病院は５億８，５３６万円の純損失を生じました。 

 次に、附属外来センターです。年間外来患者数は２２万７，４８３人であり

ます。消費税抜き事業収益は２０億４４７万円で、消費税抜き事業費用が２３

億９９３万円でありますので、附属外来センターは３億５４６万円の純損失を

生じております。 

 最後に、訪問看護では、税抜き訪問看護事業収益で４，３０５万円でありま

す。税抜き訪問看護事業費用は、３，５４４万円でありますので、純利益７６

１万円となっております。 

 平成１６年度は３施設合計では、８億８，３２０万円の純損失であります。
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前年度より公立藤岡総合病院は損失が２億８，６４９万円増えましたが、附属

外来センターでは１億１，０３５万円改善されています。 

 続きまして、資本的収入及び支出について申し上げます。資本的収入では、

第１款公立藤岡総合病院６億６，１７２万円、第２款附属外来センター１億１，

６６７万円で、収入計は７億７，８３９万円であります。次に、支出でありま

す。第１款公立藤岡総合病院７億４，７７０万円、第２款附属外来センター１

億７，５００万円で、合計９億２，２７０万円であります。資本的収入が資本

的支出に対する不足額は、過年度分損益勘定留保資金、当年度分消費税資本的

収支調整額で補てんしました。 

 次に、剰余金処分計算書案について申し上げます。訪問看護につきましては

未処分利益剰余金がありますので、平成１６年度純利益より３８万円を減債積

立金として積み立て、残りは翌年度へ繰り越しするものであります。 

 平成１７年度も経営環境の厳しい状態でありますが、引き続き関係各位のご

理解ご協力を心からお願い申し上げます。詳細については経営管理部長より説

明いたしますのでよろしくお願い申し上げます。 

 なお、本決算書につきましては、去る８月３０日、武田、青柳両監査委員の

審査をいただいております。その結果につきましては議員各位のお手元に配布

いたしました意見書をいただいたわけでございます。大変ご苦労いただきまし

たことを感謝申し上げ、改めて御礼申し上げます。慎重ご審議いただきご決定

くださいますようお願い申し上げまして、平成１６年度多野藤岡医療事務市町

村組合立病院事業会計決算認定について、提案理由の説明とさせていただきま

す。 

議長（松本啓太郎君） 事務局長。 

事務局長（金井秀樹君） それでは、詳細について公立藤岡総合病院から説明させていた

だきます。患者状況は入院患者数で年間１２万７，４０１人、１日平均にしま

すと３４９人であります。外来患者数は、救急外来患者２７，７８４人、透析

外来患者９，６４８人、計３７，４３２人で、診療日数３６５日での１日平均

は１０２人であります。 

 次に、収益的収入及び支出であります。損益計算書より、消費税抜き収入決

算額は６４億４，３５２万９，４１０円であります。その主なものは医業収益

で６２億７，７０５万６，７８３円であります。このうち入院収益は５３億８，

５６１万６，３１１円、外来収益は６億２，０６７万９，１８５円であります。

その他の医業収益では２億７，０７６万１，２８７円で、うち市町村からの救

急医療負担金は７，６８３万７千円であります。医業外収益は１億６，６４７

万２，６２７円で、主なものとしまして市町村からの企業債利子分負担金１億

２，２８３万円、国県補助金８３１万２，９２５円であります。 
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 次に、費用の税抜き決算額は７０億２，８８９万８８９円であります。医業

費用は６６億８，６８７万７，１０１円であります。主な内訳としまして、給

与費３６億３，９９４万８，１１９円、材料費１８億８，５４１万９，２８２

円、経費８億２，１８１万９，３２２円、減価償却費３億１，７５６万８，５

３６円であります。医業外費用は３億４，２００万８，８３８円で、その主な

ものは企業債支払利息、一時借入金利息で１億８，５８８万８，４９３円、消

費税の費用化による雑支出が１億３，０８０万４，１３５円であります。 

 特別損失では、平成１７年度診療費返還で過年度損益修正損として４，９５

０円を計上したものであります。医業収支比率では９３．９％、総収支比率は

９１．７％と１００％を下回り、５億８，５３６万１，４７９円の純損失を生

じました。 

 続きまして、附属外来センターの詳細について申し上げます。患者状況です

が、外来患者数は年間２２万７，４８３人、診療日数は２９４日で、１日平均

にしますと７７３．８人となります。 

 次に、収益的収入及び支出であります。税抜き収入決算額は２０億４４７万

２，４６４円であります。医業収益で１９億７５８万８，０４２円、うち外来

収益が１７億３，５１９万５，１６３円で、医業収益の９１．０％を占めてお

ります。その他医業収益では、公衆衛生活動、医療相談等健診関係で１億７，

２３９万２，８７９円であります。医業外収益は９，６８８万４，４２２円で、

主なものは市町村企業債利子分負担金８，２６８万６千円であります。 

 次に、費用の税抜き決算額は２３億９９２万８，１７４円であります。医業

費用は２１億３，５７３万９，２２９円で、その主な内訳としまして、給与費

８億３，４１６万７，５６１円、材料費３億９，０５４万９，１１５円、経費

５億９，６０７万５８１円、減価償却費３億１，１９９万１１９円であります。

医業外費用は１億７，１９４万４，６６４円で、内訳としまして企業債支払利

息が１億２，４０２万８，４１７円、消費税の費用化による雑支出が４，７９

１万６，２４７円であります。医業収支比率は８９．３％、総収支比率は８６．

８％と１００％を下回り、３億５４５万５，７１０円の純損失を生じました。 

 続きまして、訪問看護の詳細について申し上げます。利用者状況は年間４，

６４７人で、訪問日数は２９４日、１日平均１５．８人でした。収益的収入及

び支出では、税抜き収入決算額は４，３０５万６，６８３円であります。その

主なものは、療養収益、利用料等の事業収益で４，２９９万１，６７４円であ

ります。事業外収益は受取利息等で６万５，００９円であります。 

 次に、費用の税抜き決算額は３，５４４万１，８２６円であります。事業費

用は３，５２６万４，６７９円で、内訳としまして給与費３，１２１万９０５

円、材料費１万３，２５０円、経費３９３万８，５８４円、減価償却費３万１，
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５１２円であります。 

 事業外費用は１７万７，１４７円で、消費税の費用化による支出であります。

この結果、訪問看護は純利益６７１万５，８５７円を計上いたしました。 

 ３施設合計で８億８，３２０万２，３３２円の純損失を生じ、公立藤岡総合

病院及び附属外来センターの前年度からの繰越欠損金１８億２５３万３，５８

３円を加え、訪問看護の繰越利益剰余金１，３６７万９，３８３円を差し引き、

２６億７，２０５万６，５３２円を未処理欠損金として１７年度へ繰越するも

のであります。 

 続きまして、資本的収入及び支出についてご説明申し上げます。資本的収入

の消費税込み収入決算額は、第１款公立藤岡総合病院資本的収入では、６億６，

１７２万３千円で、内訳としては、市町村からの企業債償還元金分負担金１億

６，５８２万３千円、企業債４億９，５９０万円であります。第２款附属外来

センターは１億１，６６６万６千円で、すべてが市町村負担金であります。こ

れに対して資本的支出の税込み決算額は、第１款公立藤岡総合病院資本的支出

が７億４，７７０万５，０９９円、第１項建設改良費は４億９，８９７万円で、

内訳としまして、手術棟増改築工事費３億９，９３１万５千円、医療器械購入

費で９，９６５万５千円であります。第２項企業債償還元金として２億４，８

７３万５，０９９円であります。第２款附属外来センター資本的支出では、第

１項企業債償還元金１億７，４９９万８，２５３円であります。資本的収入が

資本的支出に対して不足する額１億４，４３１万４，３５２円は、過年度分損

益勘定留保資金１億４，３３５万９，９７８円、当年度分消費税資本的収支調

整額９５万４，３７４円を充てて収支の均衡を図りました。 

 次に、剰余金処分計算書案について申し上げます。これは地方公営企業法第

３２条第１項の規定にする剰余金の処分で、利益剰余金のあります訪問看護に

ついて、平成１６年度の純利益のうち３８万１千円を減債積立金とし積み立て、

２，０９１万３，２４０円を翌年度へ繰り越すものです。 

 以上、詳細についての説明を終わらせていただきます。慎重ご審議いただき

ましてご決定いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（松本啓太郎君） 決算監査の報告を監査委員にお願いいたします。 

監査委員（武田弘君） 平成１６年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院事業会計決算

について、審査の概要と結果について、監査委員を代表して報告申し上げます。 

 去る８月３０日、地方公営企業法第３０条の第２項の規定に基づき、管理者

より審査に付された平成１６年度決算報告書ならびに事業報告書を中心に、証

憑書類を照合し審査を行ったものであります。 

 審査の結果は、収支の計数は正確であると認めました。以下、内容につきま

してはお手元の決算審査意見書のとおりでございますが、患者状況及び決算額
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は提案理由の説明と重複いたしますので省略させていただき、ご了承賜りたい

と存じます。 

 平成１６年度病院事業決算では、公立藤岡総合病院の損失は前年に比較して

増加を示し、反面、附属外来センターでは減少となっています。また、資産状

況から短期借入金の年度繰越という資金不足が深刻化しております。地域の中

核病院として公共性はもちろんのこと、基盤となる経営の健全化を希望してお

ります。以上、誠に簡単でございますが決算審査の概要についての報告とさせ

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

議長（松本啓太郎君） 決算審査の報告が終わりました。これより質疑に入ります。ご

質疑願います。 

議長（松本啓太郎君） 湯井廣志君。 

議員（湯井廣志君） 私もこの３年間、さまざまなことを、また、たくさんのことを

指摘してまいりました。しかし、見る限り一向に改善されない。私には改善し

ようとする努力も気配も真剣さも感じられない。この２施設、合わせて収入で

ある収益、２億３千万ほど減少しています。これに対して、支出にあたる費用

は増加している。繰越欠損金も１８億を超えて１７年度に約２７億も繰り越し

ている。何を言っても、私が今まで指摘してきたことを聞く耳をぜんぜん持っ

ていないようです。自ら努力もしようとせずに、この間の議員説明会、職員中

心の経営改善委員会を立ち上げて検討するということですが、今まで職員が改

善をできもしないで、また、職員中心の改善検討委員会を作っても、猿芝居も

いいとこだと私は考えます。このようなやり方をいつまでもしていたのでは、

一向に改善できないと思います。細かいことは今回は質問いたしません。市長

はこの病院をどのようにしていこうと考えているのかお伺いいたします。 

議長（松本啓太郎君） 管理者。 

管理者（新井利明君） 今までいろいろご指摘いただいていることに対しまして、それ

を踏まえて検討委員会等々を作って、きちんと事業の見直しをやっていこうと

いう表れでございまして、今後につきましても議員からいろいろとご指摘をい

ただければありがたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（松本啓太郎君） 湯井廣志君。 

議員（湯井廣志君） 私が言っているのは、今まで職員がぜんぜん改善もできもしな

いで、職員中心の検討委員会を作って何の意味があるのですかと聞いているの

です。これできちんと改善できるとお考えですか。その点をお伺いします。 

議長（松本啓太郎君） 管理者。 

管理者（新井利明君） しっかりと見直した中で、検討していくという意味で立ち上げ

ているわけですので、できると私は思っております。真剣にやっていくつもり

でございます。 
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議長（松本啓太郎君） 他にご質疑はございませんか。三好徹明君。 

議員（三好徹明君） この決算につきまして、今日、数字を見たのですが、前回の説

明会でも何点か私は指摘をさせていただいたのですが、その中で、決算の相対

の中で、細かい点はともかく、先ほど湯井議員が言ったように、繰り越して１

７年度は２７億、約９億の今年度の純損益が出たということは、どんなに言い

訳を言っても、数字で出てしまっているわけですから現実なのです。この中で、

説明会で私が質問した内容と関連、継続した質問になってしまうのですが、具

体的に、前回、説明会で私が指摘したように、救急病院として、地域の中核病

院として担わなければならない指名を帯びた病院として、６億近いお金を使っ

て手術棟を作った。前回、院長の話ですとマキシマム年間２，６００。それだ

けの能力がありながら、現実にマンパワーの不足によって２０００件であると

いうのですが、ここに収益を上げる一つの大きな要素が隠されている。ならば

マンパワーの不足をどのように解決していこうと努力されたのか、しているの

か、それをお伺いしたいと思います。 

議長（松本啓太郎君） 病院長。 

病院長（鈴木忠君） 一番根本になるのは医師であります。そして、医師を拡充する

ということ。それが一番病院にとって大事なことであります。これに関して、

医師不足の対応というのは、全国的にも、今までは大学一つの講座に依存とい

う形が多かったわけですが、その基準を取り払って、どこの大学でも、どこの

医局からでもという形で広げて募集を行いました。一つはインターネット、そ

れから、医師派遣の業務をするところがありますので、そういうところで対応

しておりました。しかし、やはり一つは医師の条件。いろいろな打診がござい

ました。しかし、医師の要求する条件が当院の条件に合わない。一つは給与の

面があります。それから、やはり地域と群馬県の中心である群馬大学との関連

性が非常に強い。そして、群馬大学自体の医師供給そのものが群馬県からの開

業に非常に勤務医が流れていっているということで、大学においても、派遣医

師がないなかでも、いろいろな形で交渉して確保するように努めてきました。

結果としては、新たな大学から来た医師もおりますが、減員となっております。

１６年度は１５年度に比べて３名の減員ということになりました。これは６月

１日現在の比較でございます。１５年度は６６名の医師がおりましたが、１６

年度は６３名でございます。これはますます今後、しばらくの間は状況は厳し

い。どこの大学等も派遣ができないという状況が続いていくものだろうと思い

ます。そして、やはりそこで医師を確保していく最大限の解決策は、病院にお

いて医師を育成していく。これは新しい新臨床研修制度が始まりましたが、そ

の中で２年間の研修医、後期研修医を育てていく。そのためには、やはり病院

の研修施設をはじめ、そういう対応をしていく。こういうことはすぐ答えが出
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るわけではありませんが、確実に医師を確保する方法であろうかと思います。

そういう意味で、１７年度は管理型研修病院として認定を受けて、管理型研修

医として１名を採用しております。そして、協力型研修病院としては、１６年

度より群馬大学より研修医を受け入れて、そして、その群馬県の医師の研修を

協力することによって、間接的に医師を確保することにつながっていくかとい

うことで対応しております。以上であります。 

議長（松本啓太郎君） 三好徹明君。 

議員（三好徹明君） 今、院長先生から人材を確保する、人材といっても医師のこと

なのですが、そういう努力をさまざまな視点から考えながら、この医師不足の

時代を乗り切っていくためにということはよく分かりました。中長期的な目標

に向かった先生の考え方は良く分かりますが、しかし、当病院は、今現在マン

パワーの不足で９億もの赤字が発生しているのです。来年度は２７億。このま

まずっとそれを待っていたのでは、座して死を待つようなことになってしまう。

そうしますと、先ほどのマンパワーの解決の中には、医師を受け入れる報酬、

受け入れるための報酬、これらが決め手になるのだと、これが現実的な問題で

はないかと思うのです。ですから、私は優秀な医師を、さまざまな経費を節減

するのであれば、そこに投入して、マンパワーを確保していく。ここに最重点

の経営の大きなウェイトをかける必要があるのではないかと。それだけでは解

決しないと思います。しかし、その場的な、何でもかんでも手を出していくと

いってもこの状況は解決できません。それから、在院日数によって、１４日を

クリアしてくる、それだけの見返りがあって、経営に多大な貢献を果たすとい

うこと、国がそのように条件を与えているわけですから、これをいかにクリア

していくかという努力を、具体的な努力を掲げなければ経営改善はできないの

ではないですか。これをどのように捕らえて、どのように具体的な考えで臨ん

でいくのかをお伺いしたいと思います。 

議長（松本啓太郎君） 病院長。 

病院長（鈴木忠君） 在院日数が周辺の、同じ自治体の病院と比べまして長いという

現状があります。これは一つの病院だけで解決できることではありません。や

はり、地域の医療機関との連携が解決策になります。そして、地域のバックグ

ランドとなる急性期治療が終わって、慢性期の治療、それを受け入れる病床数

そのものがこの地域においては、県の平均値より少ないということであります。

県平均が人口１０万人に対して２４６．８床あります。しかし、当地域、藤岡

多野医療圏においては、２０８床ということで、そのところのベッドが少ない

ということがございます。そういうなかでも、地域連携室を中心として、いろ

いろとソーシャルワーカーを通して、連携を図っていきますが、これはより、

先日、地域の医師会とも話し合いが行われたわけですが、その辺の連携をより



16 

ダイレクトにできるようにしましょうということで、話し合っているところで

あります。それから、厚労省が進めているところでありまして、いかに在宅に

もっていくか、これは病院には、訪問看護ステーションがございますが、やは

り、訪問看護ステーションを入院患者の在宅支援として、より有効に機能させ

るということが大事だろうと思います。そして、開業されている先生方、医療

機関の先生に、そのバックアップをしていただく。そして、訪問看護ステーシ

ョンを通して対応していく。その点に関して、その辺の取り組みが病院全体と

して、ややもすると連携が取れていなかった点があろうかと思いますので、こ

の辺に力を入れていかないと、在宅支援をよりやっていかないと、解決がない

と考えております。そういう中で在院日数の短縮を図りたいと思っております。

以上であります。 

議長（松本啓太郎君） 三好徹明君。 

議員（三好徹明君） 決算なので、予算に絡むような話になってしまいました。今の

私の疑問や指摘に対して、どのように予算に反映させ、経営改善、あるいは次

のステップに進んでいくのか、そのときに具体的にお願いします。私の質問は

終わります。 

議長（松本啓太郎君） 他にご質疑ございませんか。茂木光雄君。 

議員（茂木光雄君） 決算で損失が出るという、あまりにも大きな数字でとても私の

頭の中では理解できない。そういった意味から、管理者と副管理者にお尋ねし

ます。このままこういった損失がずっと続くというなかで、許容範囲といいま

すか、藤岡市においては、どこまで、１００億だの２００億だのというところ

まで、そういったものをずっとやっていくのかどうか。吉井町さんにとってど

の辺が許容範囲なのか、病院経営の。この辺についてお伺いをいたします。 

議長（松本啓太郎君） 副管理者。 

副管理者（齋藤軍雄君） ただ今、ご指摘のなかで、吉井町はどの辺までこの借金が許容

範囲に入っていくのかというご質問をいただきました。これは金額的にここま

でということにはならないかと思います。しかしながら、お金を借りていくと

いうことについては、それなりの限度額というのが当然あろうかと思います。

吉井町も一般会計、年間８０億円程度の予算であります。そういったことを見

合わせながら進んでいかなければならないかと思いますけれども、まず、建て

直しということのなかで、職員で体制をとって、そして、対応をしていきたい

という話があったわけでありますが、前回の説明会のときには、議員さん等も

入っていただきたいというお話がございまして、ただ今、湯井議員さんの方か

ら職員だけでできるものではないというような話がございました。私は、その

ときには、こういう方もという代案を立ててお話し合いをしていただくのが私

はいいのではないかと思います。そういうなかで、吉井町としてこれだけとい
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うのはございません。これからやっていくなかで、これならばいけそうだとか、

これはまずい、このままではうちも一抜けしたいなということになれば、それ

はまたそのように考えていかなければならないかと思います。とにかく、そう

いうことにならないように、とにかく再度体制を立て直して、立て直していく

ということのなかでは、議員の皆様方が言い合いをしていたのではどうにもな

らない。私は答弁を求められているから言っている。いいというなら、言いま

せんよ。よく聞いて。吉井町の立場を言っている。分かりませんか。 

議長（松本啓太郎君） 静粛にお願いします。 

副管理者（齋藤軍雄君） 今、私が発言中でありまして、そういう状況で、私は町の町長

といたしましては、この体制を見極めながら進めてまいりたいと思っておりま

す。終わります。 

議長（松本啓太郎君） 管理者。 

管理者（新井利明君） 今、齋藤副管理者の方からも発言がありましたが、私も市長と

しての立場上、あまり藤岡市からの繰り出しが多くなるということはなかなか

認められない。ただし、病院がいろいろと改革をしていくなかで、一歩一歩改

革を進めていくということで、やっていきたい。病院側の管理者と、首長とし

ての立場というのがあるわけでございますので、それは市としては大きな負担

にならないようにしていきたいというのが当然の目標でございます。ただ、病

院事業でございます。この多野藤岡の地域の中核をなす藤岡総合病院でござい

ますので、患者さんに喜んでもらう、また、患者さんにやさしさを持った病院

を目指すという意味合いからしても金額でなかなかはかれない。しっかりと改

革を進め、経費節減を図りながらも病院としての機能は高めていきたいと思っ

ております。 

議長（松本啓太郎君） 茂木光雄君。 

議員（茂木光雄君） 金額についてはあまり定かなことは言えないというふうにおっ

しゃいましたが、まず、副管理者に伺いますが、当然ながら新町の脱退金２億

数千万というものをこういったなかで、いろいろと繰り入れ、そうしたなかで

副管理者の立場でいけば、もし、このまま赤字が続くならば、体制をしっかり

と見ていきながらというご発言になりますと、当然のことながらこの現状が回

復できないときについては、ある程度の決断をするという回答で受け止めてよ

ろしいということになるのでしょうか。それに伴いまして、藤岡市はそうはい

かない。これを藤岡市がしっかりとしたなかでやっていくためには、先ほどの

湯井議員さんの発言ではありませんが、抜本的な改革というものをしっかりと

したなかで。私は私なりに、この後の質問の中で、診療報酬の確保が本当にで

きる小さなことではありますが、事務方の努力、また、管理者の目の行き届い

た指導の中であれば、本当に細かい、１００万、２００万、せいぜいいっても
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１億の単位でしょうが、こういった改革を提案するしか私どもの頭ではないん

だ。これを管理者、副管理者として、ただ、赤字がこのまま続くならば、抜け

ることもありえるという発言は非常に、藤岡市にとっても非常にきついし、ま

た、管理者にとっては、年間、藤岡市の一般会計から４億６千万ぐらいを出し

ている。こういった中での維持できるわけはないということをよく考えていた

だき、病院をどうあるべきなのか、おっしゃっていただければと思いますが、

よろしくお願いいたします。 

議長（松本啓太郎君） 副管理者。 

副管理者（齋藤軍雄君） お答えいたします。今、ご質問のようなことが、一番みんなで

考えていかなければいけないのだろうと私は思います。そのために前回の説明

会の中では、この執行部の方から委員会を立ち上げて、なんとか体制を整えて

いきたいということもあったわけでございます。どの程度の形で体制ができあ

がっていくのかまだわかりませんけれども、私はこの辺でしっかり病院という

ものを見極めていく必要があるだろうと思います。吉井町も、先ほども申し上

げましたように、年間の一般会計予算が約８０億円。そういう中で誰が考えて

も、一軒の家が保証人になったりするときには、それなりの中で考えていくと

いうことは当然のことだろうと思います。私も町民代表というなかで、病院に

対しては、町の方からも、バスの乗り入れをさせてもらっていますし、それな

りの努力もしている。ということのなかで、さらに、この赤字をどのように解

消していくのか、この辺をみんなで能力を結集して対応していくということが、

私は一番であると思います。今、私がこのまま赤字が続けば、吉井町は抜ける

よということは、差し控えさせていただきますが、気持ちとすれば、そんなこ

とにもなりかねないので、ぜひ、そういうことにならないように、ぜひ、みん

なで進めていきたいと思っております。以上でございます。 

議長（松本啓太郎君） 管理者。 

管理者（新井利明君） 今、齋藤副管理者の方から、将来のあり方としての、ちょっと

言葉としては、この病院事業から撤退をという話もありましたが、そうならな

いためにどうしていくのかというのが、今、副管理者からも述べられたわけで

あります。私もまったく同じで、当然、藤岡市としましてはこの総合病院の運

営から離れるわけにはいかない。これは地域の患者さんにとって、大事な病院

でございますので。そして、どうやったら、もっともっと効率の上がった病院

体制を作れるのか。先ほど院長からも病院連携といいますか、地域の各病院と

の連携という話もありました。そういうことで、お互いの紹介率を高めあうと

か、そういうことでも、確立を高めていきたいということで、それは一つひと

つ病院の収益につながってくるわけでございまして、当議会の中にも、医師会

の先生もいらっしゃるわけでありますので、意見もいただきながら、また、力
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を合わせながら、進めていきたいと思っております。 

議長（松本啓太郎君） 茂木光雄君。 

議員（茂木光雄君） 副管理者におかれましては、いわゆる一般会計の予算の中で、

やはり、ある程度、金額については当然、財布の中身は決まっているのだから

という、ある程度のガイドラインの回答をいただいたと私は思いますが、藤岡

市はご承知のとおり、約８２億円の一般会計の予算でございます。こういった

なかで、赤字の幅が、純損失が７億、８億というなかで、改善が数年間もしも

見込めないとしましたならば、管理者として、どういう形のなかで、ガイドラ

インというものを持っていくのかどうか、この辺については、明確な答えをい

ただきたいと思います。それから、私ども議員について、いろいろな批判を受

けております。病院の本質を知らない、医療の本質を知らない議員が細かなこ

とばかりをつついて、病院の経営の大所高所を少しも語ろうとしないのではな

いかという批判を多方面から、私自身もいただいております。しかしながら、

こういったなかで、大所高所の意見を管理者、副管理者がしっかりとしたガイ

ドラインを示してくれなければ、どうやって大所高所を議員が皆さんの前で発

表することができるでしょうか。この赤字が現実にずっと続いてきているでは

ないですか。では、これから、これからといったときに、１７年度はこのよう

に出てきておりますので、こういったなかで、管理者について、きちんとした

なかで、ガイドラインをある程度示していただいて、３回目の質問とさせてい

ただきます。 

議長（松本啓太郎君） 暫時、休憩いたします。 

午後１時３３分休憩 

 

午後１時３４分再開 

議長（松本啓太郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。管理者。 

 

管理者（新井利明君） 茂木議員からご指摘があったように、今、病院の経営としての

将来のあり方は非常に大事な時期にきていると思っております。先ほどらい、

私、管理者、また、首長としましては、相反するものがあるわけですけれども、

この地域の医療をあずかるという立場で、しっかりとやっていかなければいけ

ないと思っております。それで、どこまでやったらできるのかとか、ガイドラ

インの数字をということなのですが、それは数字として少ないほうがいい。で

すから、先ほどから申し上げているように、今、一生懸命経費の削減、改革を

進めていくなかで、どれだけ来年度に向かって予算立てができるのかといった

ものを真剣に検討しているわけであります。以上です。 
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議長（松本啓太郎君） 他にご質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。こ

れより採決いたします。議案第１４号平成１６年度多野藤岡医療事務市町村組

合立病院事業会計決算認定について、本案は原案のとおり決することに賛成の

方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（松本啓太郎君） 起立多数であります。よって、議案第１４号は、原案のとおり

可決されました。 

 

第１１ 議案第１５号 

議長（松本啓太郎君） 日程第１１、議案第１５号平成１６年度多野藤岡医療事務市町

村組合立介護老人保健施設事業会計決算認定についてを議題といたします。提

案理由の説明を求めます。管理者。 

管理者（新井利明君） 議案第１５号平成１６年度多野藤岡医療事務市町村組合立介護

老人保健施設事業会計決算認定について、提案理由の説明を申し上げます。 

 平成１２年に誕生した介護保険制度は、２１世紀の少子化高齢化社会に対応

する社会保障として、介護問題に対する国民の不安解消、また、利用者本位の

介護サービスシステムの構築、そして、福祉と医療とに分立していたサービス

の総合化をめざしております。 

 しらさぎの里においては、開設以来８年が経過して、地域に根付いた施設と

なってまいりました。今後はより一層の療養環境の向上と経営努力をし、介護

老人保健施設としての本質を求めてゆくものであります。 

 なお、本決算につきまして、去る８月３０日、武田、青柳両監査委員の審査

を受けており、別紙の審査意見書をいただいております。ご苦労をいただきま

した武田、青柳両監査委員に対し、感謝を申し上げます。慎重ご審議いただき

ましてご決定くださいますようお願い申し上げまして、平成１６年度組合立介

護老人保健施設事業決算認定について、提案理由の説明とさせていただきます。

なお、詳細につきましては管理課長より説明させますので、よろしくお願い申

し上げます。 



21 

議長（松本啓太郎君） 介護老人保健施設管理課長。 

介護老人保健施設管理課長（内田雅之君） 引き続き内容説明をさせていただきます。ま

ず、利用者の状況につきまして、老人保健施設事業において入所者・通所者併

せて延べ３万７，７２０人のうち、入所利用者数は２万６，７０８人で、１日

平均７３．１人であります。通所利用者数は延べ１万１，０１２人で、１日平

均３７．３人であります。介護度については入所者、年平均３．３、短期入所

者２．６、通所者２．１でありました。 

 第３条収益的収入及び支出については、第１款老人保健施設事業収益の決算

額は４億６，３８６万２，０９７円で、前年対比で１，２９３万３，０５５円

の減収、前年比率は９７．３％となりました。 

 次に、第１款老人保健施設事業費用においては４億５，８３４万５６９円で、

前年対比で５７６万７９８円の費用増で、前年比率は１０１．３％となりまし

た。 

 なお、細部については科目別明細で示しておりますので、どうか慎重ご審議

をいただきましてご決定くださいますよう、お願いいたします。以上で、詳細

説明にかえさせていただきます。 

議長（松本啓太郎君） 決算監査の報告を監査委員にお願いいたします。 

監査委員（武田弘君） 監査委員を代表いたしまして報告申し上げます。平成１６年度

多野藤岡医療事務市町村組合立老人保健施設事業会計決算について、審査の概

要と結果について報告申し上げます。 

 去る８月３０日、地方公営企業法第３０条の第２項の規定に基づき、管理者

より審査に付された平成１６年度決算報告書ならびに事業報告書を中心に、証

憑書類を照合し審査を行ったものであります。 

 審査の結果は、収支の計数は正確であり事務処理も良好であると認めました。

以下、内容につきましてはお手元の決算審査意見書のとおりでありますので、

省略いたします。また、利用状況及び決算額は提案理由の説明の数値と同様で、

省略させていただきます。 

 当老人保健施設しらさぎの里は、ご承知のように平成９年７月１日に開設し、

７年が経過、地域の施設として期待され、年間での入所利用率は９３％を超え

る状況となっております。これについては、施設長をはじめ職員の皆様の努力

の賜物と推察いたします。今後の一層の経営努力に期待するものであります。

公立の施設の基盤をもって、病院との連帯、地域との連携をスムーズに行い、

より信頼される施設づくりにまい進されることを希望し、簡単ですが審査の概

要報告とさせていただきます。ありがとうございました。よろしくお願いいた

します。 

議長（松本啓太郎君） 決算審査の報告が終わりました。これより質疑に入ります。ご
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質疑願います。吉田達哉君。 

議員（吉田達哉君） 介護老人保健施設の決算の関係なのですが、順調に収支のバラ

ンスもとれていますし、健全な状態であると認識しておりますが、時代が時代

なので、今後、経費の節減等をしていかなければならないと思うのですが、利

益が出ているからといってそこにあぐらをかくのではなく、今後、経費の削減

等に努めていくことについて、何か考えが、また、方向性があればお示しいた

だきたいと思います。 

議長（松本啓太郎君） 介護老人保健施設長。 

介護老人保健施設長（栗原寛君） お答えいたします。制度が始まって年数が少ないので

すが、たびたび内容の変更があります。３年目には４％の報酬額の減がありま

した。先日も研修会にまいりましたところ、また、来年は次の３年にならない

のに４％程度の減をやってくるという情報を県の説明から聞いてきたところで

ありまして、状況は悪化の要素の方が強いです。それから、スタート時の職員

の年齢が上がってきましたので給与が上がる。介護報酬は下がるという条件が

きつくなってきております。今後、赤黒とんとんを維持するのは厳しい状態だ

と感じております。でも、なんとか利用率をアップすることぐらいで切り抜け

ていく以外に方法はないかなと。老健大会で騒いでみてもまったくあがるとい

う見込みはありませんので、内部での努力で耐えていくしかなかろうかと判断

しております。以上です。 

議長（松本啓太郎君） 他にご質疑ありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終

結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。こ

れより採決いたします。議案第１５号平成１６年度多野藤岡医療事務市町村組

合立介護老人保健施設事業会計決算認定について、本案は原案のとおり決する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（松本啓太郎君） 起立全員であります。よって、議案第１５号は、原案のとおり

可決されました。 
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第１２ 議案第１６号 

議長（松本啓太郎君） 日程第１２、議案第１６号平成１７年度多野藤岡医療事務市町

村組合立病院事業会計補正予算（第２号）についてを議題といたします。提案

理由の説明を求めます。管理者。 

管理者（新井利明君） 議案第１６号平成１７年度多野藤岡医療事務市町村組合立病院

事業会計補正予算第２号について、提案理由の説明を申し上げます。 

 補正予算第２号は収益的収入および支出の補正であります。収入では、第１

款公立藤岡総合病事業収益、第２項医業外収益で、他会計負担金、他会計補助

金、その他医業外収益の増額補正であります。他会計負担金は、平成１６年企

業債借入利息の確定により、償還利息の市町村負担分３９万５千円の増額であ

ります。他会計補助金は、新町の組合脱退に伴う不採算部門への補助金７，４

４０万円を計上するものであります。その他医業外収益は、医療過誤の保険会

社からの賠償保険充当額２７３万９千円を補正するものです。第３項特別利益

は、新町の組合脱退に伴う財産処分精算金２億５７万５千円の補正であります。 

 次に支出では、第１款病院事業、第１項医業費用で、平成１６年度の手術棟

工事、医療器械購入による取得資産確定しましたので、減価償却費で４３３万

２千円の減額であります。第２項医業外費用では、平成１６年企業債借入利息

の確定により、支払利息の７９万円の増額、医療過誤調停額支払による雑損失

２７３万９千円の増額、資産取得による控除対象外消費税繰延勘定の１３万６

千円を減額補正するものであります。 

 第３条は資本的収入及び支出の増額補正であります。収入は補助対象額１０

０万円を増額し、支出では新生児聴力検査機器の購入費２５０万円の増額補正

をお願いするものであります。この補助は群馬県が新生児聴覚検査の普及を図

り、新生児聴覚検査、難聴児の早期支援体制整備を行うためのもので、平成１

６年７月県内の公的総合病院を２次検査医療機関に指定しました。しかし、新

生児聴覚１次検査を施行する分娩施設が少なく、新生児聴覚検査機器の所有調

査が行われ、平成１７年９月に当院が群馬県新生児聴覚検査事業補助の対象と

なったものでございます。 

 第４条は他会計からの補助金の理由、補助額を明記するもので、新町の組合

脱退に伴う不採算部門への補助金を示したものです。 

 以上、誠に簡単ではございますが、提案理由の説明とさせていただきます。

慎重ご審議のうえご決定下さいますようお願い申し上げます。 

議長（松本啓太郎君） 提案理由の説明が終わりました。これより質疑に入ります。ご

質疑願います。 

（「なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） お諮りいたします。質疑もないようでありますので、質疑を終
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結したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） ご異議なしと認めます。これをもって質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。討論はありませんか。 

（「なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） 討論なしと認めます。これをもって討論を終結いたします。こ

れより採決いたします。議案第１６号平成１７年度多野藤岡医療事務市町村組

合立病院事業会計補正予算（第２号）について、本案は原案のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

議長（松本啓太郎君） 起立多数であります。よって、議案第１６号は、原案のとおり

可決されました。 

議長（松本啓太郎君） 暫時、休憩いたします。 

午後２時５１分休憩 

 

午後３時１分再開 

議長（松本啓太郎君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 

第１３ 一般質問 

議長（松本啓太郎君） 日程第１３、一般質問を行います。茂木光雄君の質問を行いま

す。茂木光雄君。 

議員（茂木光雄君） 議長の質問の許可をいただきましたので、通告してあります診

療報酬の確保について、質問させていただきます。患者さんが横ばいであり、

診療費の伸びが抑えられ、また、１８年度においては４％以上もの診療費が減

らされるという状況を考えますと、先ほどの議員の説明会でありました、診療

報酬審査支払基金並びに国民健康保険団体連合会の査定の内容について、新た

に質問をさせていただきます。 

 ご承知のとおり、診療報酬の点数をきちんとした中で請求し、それを収納す

ることがこの病院経営の根本と考えますが、本病院の場合については、先ほど

の説明会の中では、支払基金が調停額の９３．７％であり、国保連合会におい

ては９７％であるという説明をしていただきました。さらには、労災保険、並

びに、第３者行為による保険については、ほとんど全額入っているという意味

でしょうが、査定率はこの中には入ってきておりません。しかし、現実のとこ

ろ、調停を起こしたとしても、それに伴う診療報酬の確保については、査定、

減額、返戻といった中で、きちんとした確保が非常に今難しいなかで、私は先
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の説明会においても、他病院と比較して、現在の病院のそういうものがどうい

うことなのか、お尋ねをし回答をいただいております。その結果、公立藤岡総

合病院においては、査定部門においては、伊勢崎市民病院、並びに富岡総合病

院、館林厚生病院に次いで、査定されている割合については、４病院の中で、

たまたま４病院を比較していただきましたが、４番目でございます。そして、

病院に戻ってくる、いわゆるレセプト、請求の間違いであるとか、いろいろな

過誤によって、そういった支払機関から戻される医療費の請求書については、

全体的には、伊勢崎市民病院の次に、２番目ということになっておりますが、

請求件数からおっていきますと、入院分の返戻というのは、１枚のレセプト当

たり、おそらく３０万から４０万の入院費の請求が出ていると思いますが、そ

れが１回戻されますと、それをまた、お医者さんや事務方が確認して請求する

ということになりますと、早くとも、たとえば、４月分を戻されてしまいます

と、それを６月、７月に再請求したとしても、早くて９月末、１０月になって

初めて診療費が的確に収納になる。非常に５か月も６か月も遅れたなかで、４

０万、５０万という金額が遅れて入ってくるような状態。また、事務、先生方

を煩わせるといった非常に目に見えない労働力が必要になってくるわけでござ

います。そういったなかで、本病院においては、私の想像では、１か月２５枚

前後のそういった入院のレセプトが返ってきている状態だと思います。この辺

については、回答の中でいただければいいと思いますが、こういったなかでい

かにしてロスを少なくするか。この点について、まず、お伺いします。調停額

はあくまで私の確認ですと、約５４億５千万円くらいの調停額が出ているのだ

と思います。実際の収納が５０億８，６００万円ですから、そうしたなかで、

とくに、支払基金の９３．７％、この辺について、なぜ、このような大きなロ

スが出てくるのかどうか、この辺について、まず、お伺いします。そして、国

保団体連合会の９７％、いわゆる３％については、同じ診療をしておきながら、

患者さんに差をつけているわけはないのです。同じ診療をしておきながら、な

ぜ、同じ審査支払をする機関であるにもかかわらず、審査支払基金の差、返戻

率が高いのか。この辺がどのように病院として認識をもっておられるのか。同

じように請求をして、削られてくる割合が社会保険を中心とした審査支払基金

の６．２％は非常に高いものがあります。これを１％でも、２％でも改善する

ことによって、病院経営のロスをなくすということ、それが一番の根本原因だ

と思いますが、この辺についてお伺いをします。 

 さらに、質問の内容としましては、減額してくるものが前回の議員説明会に

おいては問題なかった、月になおせば約１００万強という話でありましたが、

この査定減につきましては、約１，５００万くらいの年間のロスがあると思い

ますが、これについては、そういった仕事に携わっていたことがありますので、
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ある程度はやむをえない。復活をいくら申請したとしても、後からこれが正し

いのだというものを出しても、ほとんど却下されてしまうのが、現状だと思い

ます。こういったなかで、この査定減については、この前の説明会の後に見ま

したら、具体的な１７年度の改善事項につきましては、確実な診療報酬の確保

ということで、減点率の減少ということを事務方でもうたっておりました。現

実に、１５年度実績で０．２５、１６年度では少し改善されて０．２３になる。

そして、１７年度においては目標を０．２２に定めているとありますが、今、

査定が、つまり、完全に戻ってこない査定は、お医者さんはしっかりとしたな

かで診療をしていただいて、患者さんの命を守っているわけですから、それに

伴うきちんとした請求行為を事務方がどのような形のなかでそれを点数にかえ

て、間違いがないようにしていっているのかどうか。この辺の体制について、

伺いたいと思います。 

 労働者災害補償保険法においても、当然ながら、減額というのが出ているは

ずですが、この資金計画表を見る限り、そういったものはない。調停額そのま

ま収納されているというような説明がありましたが、現実にはそういうことは

ないと思います。さらには、事故における保険につきましては、ご承知のとお

り、事故には当然過失も絡みます。また、保険会社の査定も厳しいものがある

はずです。しかしながら、こういったなかで、請求した調停をおこしたものが

全額入っているとは当然理解しがたい面がありますので、この辺についての回

答を３点お願いして、私の１回目の質問とさせていただきます。 

議長（松本啓太郎君） 医事課長。 

医事課長（吉田賢治君） ただ今の茂木議員さんのご質問にお答えいたします。まず診療

報酬の調停の件でありますが、平成１６年度における支払基金、国保連合会へ

の診療報酬請求額につきましては５２億４，６２９万円となっております。そ

のうち、診療内容、事務上等に関する返戻額は２億５，０００万円という金額

になっております。この部分につきましては、翌月以降にすべて再請求を行っ

ております。また、査定減点額というのがございます。これにつきましては、

１６年度におきましては約１，３００万円ございます。率にしますと０．２６％

という査定率となっております。この査定額は問題ではあるのですが、この減

額査定につきましては、各審査委員会に対して再審査請求という手続きを行う

ことができるようになっています。これにつきましては、減額査定部分を復活

させていただくために、病院の主張を記載しまして請求するという形になって

おります。主張することにより審査員の理解が深まるということもあり、その

査定が復活するということがございます。ちなみに復活金額は、平成１６年度

は１８万円程度でした。平成１７年度は、まだ半期ですが、約２００万円の復

活となっております。 
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 次に、労災保険の関係でございますけれども、平成１６年度は入院外来併せ

て７，８００万円の請求であります。そのうちの減点額は４０万円となってお

ります。また、事故関係の請求額につきましては７，７８０万円程度でござい

まして、これにつきましては医療費の請求ということで、減点返戻が生じてお

りません。ほぼ入金となっております。ちなみに平成１６年度の事故にかかわ

る未収残は現在４３万円となっております。 

 今後も適正な請求を方針として、引き続き減額査定の防止にたゆまぬ取り組

みを行っていく所存であります。以上、答弁とさせていただきます。 

議長（松本啓太郎君） 茂木光雄君。 

議員（茂木光雄君） 今の答弁ですと、国保連合会、支払基金の返戻額が約２億５千

万あるということ。これについては、レセプトが１度戻ってくるわけですから、

当然、その内容を先生や事務方が精査をして、また、何か月遅れるのかわかり

ませんが、病院の手順でいったとしても、再度調停にあがり、収納するのは約

半年後。こういったロスが病院の経営を非常に圧迫するわけですね。この辺に

ついては、返戻率の改善を、伊勢崎市民病院並みの形のなかで、事務方が主導

権を持って、きちんと精査していかないと、この返戻率はなおらないと思いま

すが、その辺について、事務方でこの返戻率をどう改善していくのか、その策

を今後持っているのかどうか、確認をさせていただきます。 

 それから、査定減につきましては、昨年度は１８万程度しか復活にならない

と、事務方のロスを考えたときに、査定減を復活するよりも、やはり、適正な

内容の請求を行うという方がきちんとしたロスの解消になると考えております

が、査定率が今の話ですと、全体の２．３％。他から聞くところによると、優

良病院といわれるところは、査定率を１％ぐらいに抑えているという話を聞き

ます。この目標を掲げて努力をする。先ほどの管理者ではないですが、しっか

りとしたなかで組み立てて、目標を立てて、改善を図っていくという意味で、

１７年度の２％の査定率をなんとか、１％改善していただけるような、特別な

取り組みを事務方サイド、並びに、先生方との協力の中で、実現できないもの

だろうか、提案をさせていただきます。 

 院長先生にお伺いしますが、支払基金と国保連合会の審査のあり方について、

病院長として、どういう捉え方をしているのかどうか。なぜかといいますと、

社会保険の患者さんであろうと、国保の患者さんであろうと、診療行為はまっ

たく同じであるはずであります。しかしながら、国保連合会では通っているも

のが、支払基金の審査会にかかると返戻になったり、査定されたりしてしまう

というこの現実について、なぜ、同じ診療行為をし、同じ審査機関、なぜ、こ

の査定率に３％の差が出るのかどうか。この辺、病院長としてどういう認識を

もたれているのかどうかをおたずねいたします。 
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議長（松本啓太郎君） 医事課長。 

医事課長（吉田賢治君） まず、２つの質問について、お答えいたします。現在、当院で

は、査定、減点にかかわる具体的な取り組みの対応手順につきましては、マニ

ュアル化しております。毎月、支払基金、国保連合会より、増減点通知書が入

院外来共に郵送されてまいります。それに基づきまして集計を行いまして、診

療科別、行為別、件数、点数、金額の一覧表を作成しております。その一覧表

を増減点通知書の写しと共に、各診療科長に対しまして配布いたします。同時

に、わが医事課の担当者にも回覧いたします。その後、すべての医師が出席す

る、毎月１回あるのですが、診療部会でその内容を報告させていただいており

ます。各科の担当医と事務の担当者で検討、打ち合わせをしまして再審査の手

続きをとるという形になっております。 

 入院分の査定減点率は平成１６年度０．２８、平成１７年度においては、半

期でありますけれども０．２３とやや改善されてきておるのですが、ご指摘の

とおり、今後につきましては、さらに０．１％の削減を努力目標ということで

掲げさせていただいて、各部門の協力体制の中で、査定減の圧縮、改善を図っ

ていきたいと考えております。以上でございます。 

議長（松本啓太郎君） 病院長。 

病院長（鈴木忠君） 審査委員会において、どのように行われているかということは、

私が答えることではございません。診療報酬請求書を出して、それを受けた立

場で国保連合会、支払基金から来ているものに大きな差はございます。これは、

支払基金で返戻が多い。私の捉え方として、より精度の高く緻密に審査されて

いるということで、その審査の段階で病名漏れ等があるならば、そこで返戻と

いう形で戻ってきているということでございます。国保連合会の場合には、返

戻は非常に少ないのが実情でございます。いきなり査定という形で、減点とい

う形で、診療報酬の取り扱い、レセプトの取り扱いがなされております。そし

て、どうしてこのように違うのか。それは、同じ保険診療、行為自体が変わる

わけではないのですが、そこにかなり差がある。この辺は、この審査委員会そ

のものがどのように今後対応していくのか、その点については、私はお答えで

きません。その対策として、やはり、返戻されるには返戻される、診療にかか

わることでの理由がありますので、それをいかにして、落ち度がないように診

療報酬のレセプトを出すかということ。これはいろいろな委員会があっても、

やはり、個々一人ひとりの、病名漏れ等については、医師の問題でありますの

で、医師を個別指導するという形で対応しているのが現状でございます。この

ツールとして、簡単な、うっかり落としてしまうようなミスを防ぐためには、

電子レセプト等がそれに対する返戻等を減らす一つのツールではないかと考え

ております。以上です。 
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議長（松本啓太郎君） 茂木光雄君。 

議員（茂木光雄君） 細かな内容につきましては、事務方でかなり努力をされて、実

質的な調停額に対して、収納している金額については２％程度のロスで収まっ

ているということについては理解をいたしました。最後に、院長先生の話では

ありますが、診療報酬の審査支払基金というのは、国保連合会の場合は、県単

位ですから、当然、先生方も群馬県の医師会を通じて、委員が集まってきてい

るわけですね。しかしながら、診療報酬支払基金は全国組織ですから、当然な

がら、精度がいいというのは、情報も早いわけです。ですから、日本全国で行

われている医療行為の中で、いろいろな偽為が生じているものについては、即

断で審査ができるから、そこが今先生がおっしゃった精度が高いという理由な

のだと私なりに理解をしているわけです。そこをやはり、事務方では先生がお

っしゃったように、なんともしがたいのですね。これをどうやって、診療報酬

支払基金における請求をきちんとまとめ上げて、ロスを少なく、しかも、高額

な入院費を確保するかということは、やはり、病院の経営者、並びに、管理者

がしっかりとした事務体制をもっと、事務方を評価してあげないと、これはな

おらないですよ。ですから、まず、ロスをなくす。診療報酬は下がりますし、

入院患者は横ばいなのですから、このロスをなくすためには、この診療報酬審

査支払基金に対する請求を事務方が今、これから０．１％の努力をしようと、

この目標について、やはり、管理者として、きちんとしたなかで答えを出せる

ように、そして、成果が上がれるように取り組んでいただかないと、本当の意

味で、病院の改革はできないと思いますが、最後に、管理者にその辺のことを

お伺いして、質問を終わります。 

議長（松本啓太郎君） 管理者。 

管理者（新井利明君） 先ほど、医事課長の方から査定減について０．１％減を目標と

してという力強い言葉がありました。こういう目標を立てて取り組もうという

医事課長の姿勢に対しまして、心強く感じているわけであります。今、議員さ

んから、こういうことを評価しながらといわれましたが、こういうことを達成

できるように、われわれもサイドからしっかりと応援していきたいと思ってお

ります。以上でございます。 

議長（松本啓太郎君） 以上で茂木光雄君の質問を終わります。通告のありました質問

は終了いたしました。 

 

字句の整理の件 

議長（松本啓太郎君） お諮りいたします。会議規則第３８条の規定に基づき、本会議

の議決の結果、その条項、字句、数字、その他整理を要するものにつきまして

は、その整理を議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。 
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（「異議なし」の声） 

議長（松本啓太郎君） ご異議なしと認めます。よって、条項、字句、数字、その他の

整理は議長に委任することに決しました。 

議長（松本啓太郎君） この際、管理者より発言を求められていますので、これを許し

ます。管理者。 

 

管理者あいさつ 

管理者（新井利明君） 閉会にあたりましてごあいさつを述べさせていただきます。議

員各位の皆様には、各議案につきまして、慎重ご審議をいただきご決定いただ

きまして誠にありがとうございました。このたびの市町村合併により従来の多

野郡の枠組みは変わりますが、地域の中核医療を担う当病院事業は、住民の要

望にこたえて、責任ある医療の提供を継続していくことにはなんら変わること

はないと思っております。今後とも議員各位、そして、皆様方のご協力をお願

い申し上げまして、簡単ではございますが閉会のあいさつとさせていただきま

す。誠にありがとうございました。 

 

閉会 

議長（松本啓太郎君） 以上をもちまして、本会議に付議されました案件の審議は全部

終了いたしました。これにて、平成１７年第３回多野藤岡医療事務市町村組合

議会定例会を閉会いたします。長時間ご苦労さまでした。 

午後３時２５分閉会 
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